	支援業務に係る事業報告

	【支援業務の概要および実施の方法に関する事項】
（住宅確保要配慮者からの対価を得て行う場合においては、当該業務の内容、対価および提供の条件に関する事項を含む）
【地方公共団体との連携、他の居住支援の関係者（民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者、福祉に関する活動を行う者　）との連携に関する事項】
【支援業務に係る人材の確保および資質の向上に関する事項】
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